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死者の個人情報に係る開示請求について（答申第１４号）  

 

平成２７年６月２２日付け２７豊行第１３９号にて諮問のあった案件について、下

記のとおり答申する。  

 

記 

 

死者の個人情報の取扱いについては、死者自身は自己に係る開示請求権等を行使す

ることはできないが、当該死者の遺族等においては、当該死者の個人情報が同時に死

者の遺族等の個人情報となる場合があると認められた場合、当該死者の個人情報につ

いて開示請求することができると考えられるため、その運用面について適切な配慮が

必要であると思われる。 

よって、死者の個人情報に係る開示請求権を有する者及びその対象となる文書の範

囲について、別紙のとおり取扱方針を示すこととする。  

 

 

 

 

 

 

 



（別紙）  

番号 開示請求の対象となる情報 開示請求できる人 

１ 

死者である被相続人から相続した財産に関する情報（相続財
産の権利義務の帰属が確定していない場合を含む。） 
【例】 
・相続した土地について、被相続人である死者が生前、市
と取り交わした「境界現地確認書」 
・相続財産の遺言書に使用された印鑑の印鑑登録証明書交
付申請書 

当該死者の相続
人 

２ 

死者である被相続人から相続した不法行為による損害賠償
請求権等に関する情報（損害賠償請求権等の帰属が確定して
いない場合を含む。） 
【例】 
・交通事故、医療事故、火災による死亡に基づく損害賠償
請求権に関し、その相続人が開示請求する「救急業務実
施報告書」「レセプト」「カルテ」「火災原因（損害）
調査報告書」 

当該死者の相続
人 

３ 

死者の死に起因して、相続以外の原因により取得した権利義
務に関する情報（当該権利義務が確定していない場合を含
む。） 
【例】 
・遺贈によって請求者が取得した土地について、死者が生
前に市と取り交わした「境界現地確認書」 

・交通事故、医療事故、火災による死亡に基づく慰謝料請
求権に関し、当該権利義務を取得した者が開示請求する
「救急業務実施報告書」「レセプト」「カルテ」「火災
原因（損害）調査報告書」 

当該権利義務を
取得した者 

４ 

死亡した未成年者に関する情報 
【例】 
・未成年である子供の死亡に関して作成された学校事故報
告書 

当該未成年者の
生前の法定代理
人 

５ 

死者（成人に限る。）の医療及び介護に関する情報 
【例】 
・死亡した父母の生前に作成された「介護保険審査判定結
果総合記録票」 

・死亡した父母の「レセプト」「カルテ」 

当該死者の配偶
者、子、父母及び
これらの者に準
ずる者（これらの
者に法定代理人
がいる場合の当
該法定代理人を
含む） 


